
津駅西口駅前広場整備事業について

～基本構想の決定～

資料－１



１. 第１回 会議の振り返り

人流部会が必要。

会議の主な意見など

エリアを広げるのか、今のエリア内か。

西口と東口との関連性はあるのか。

どういうプロセスで計画を造られるのか。

一方通行など交通整理をするには短期的には重要だと思う。

築山を壊したら、一方通行のスムーズな流れが崩れる。

この面積の中でスムーズにするには、バス、タクシーの乗り入れを
考えた方がいい。

進め方

タクシー部会、路線バス部会、送迎部会、荷捌き部会

１

現状のロータリーで解決するのは物理的に無理ではないか。広場の
拡張が必要。



２. 各部会の報告と整理

築山、パーチケを撤去して空間を生み出す必要がある。

障がい者が利用されるため駅舎付近に必要。

乗り場は現状付近に残し、降り場を明確に。

必要最小限の施工で最大限の効果を得られる
対策の検討を進める。

乗降場所及び歩行者動線の最適化の検討を進
める。

会議の主な意見など 進め方

県道でのスクールバス停車で走行車両に影響している。またバス待
ち客も歩道や横断歩道等に影響している。

ロータリーの南側にバス乗り場を設け、第１駐輪所にバス待ち客を
並ぶ空間を設けては。

降車場は、駅までの交通事情やイベント等でロータリー内に集中す
るので最低２台分は必要。

会議の主な意見など

バス停の屋根の意見も多く、特に雨の日に屋根があった方がよい。

パーチケは必要ない。

進め方

乗降場所及び歩行者動線、滞留空間の確保の
検討を進める。

必要最小限の施工で最大限の効果を得られる
対策の検討を進める。
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バス待ちの高校生が北側道路まで並び、歩道内は歩きづらい状況。
更に雨の日は歩けないので車道を歩いているので解消を。

歩行者と車を分離しては、例えば、２階部に歩行者、更に公園前の
交差点まで延ばせば西からと東からの歩行者の輻輳もなくなる。

ロータリー内に一般送迎車を入らせない。ただし、周辺道路等に影
響するので全部を排除すると違う苦情も出ると思う。

短期的な課題解決として安全性と利便性の確
保の検討を進める。
中⾧期的な取組として東西自由通路等も含めた
歩行者動線の最適化の検討を進める。

安全性と利便性を確保した交通流動の秩序化
の検討を進める。また公共交通等他手段への転
換を促す検討を進める。

会議の主な意見など

県道のスクールバス乗り場をロータリー内に入れた方がよい。

歩道の樹木を撤去し空間確保を。

進め方
乗降場所及び歩行者動線、滞留空間の確保の
検討を進める。

乗降場所及び歩行者動線、滞留空間の確保の
検討を進める。
必要最小限の施工で最大限の効果を得られる
対策の検討を進める。

北側道路の両側に停車し他の走行車両に影響しているので、片側に
空間を設けては。

北側道路（駅舎前）の歩道が狭い。

荷捌き停車の時間規制をかけては。

歩行者動線の最適化の検討を進める。

利用状況等を踏まえ検討を進める。

会議の主な意見など

パーチケを撤去し、横断歩道や歩道を広げては。

進め方

必要最小限の施工で最大限の効果を得られる
対策の検討を進める。
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３. 津駅西口広場整備のあり方

駅前広場として確保できる空間が限定的である一方、混雑や危険の回避が喫緊の課題である

■周辺地域を含めた津駅西口広場機能のあり方

 短期的には安全性及び利便性に寄与する交通空間の確保を最優先とし、
環境空間の確保は中⾧期的に東口駅前広場や東西自由通路の整備や周辺のまちづくりと連携
して検討する。
⇒【基本方針１】【基本方針２】

 課題解決のための駅前広場再編と同時に、連携・共有の観点による仕組みづくりも行う。
⇒【基本方針３】

会議での意見などは、基本方針と合致していることから、この基本方針に基
づき基本構想へ進めていくこととします。
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４. 基本方針

【基本方針２】安全性と利便性を確保した交通流動の秩序化
(1)公共車両(バス・タクシー)と私的車両(送迎車等)の分離
①走行動線を公共車両と私的車両を別々に誘導することにより、交通
の秩序化を図る。
②交通量調査により明確になった流入出の傾向を踏まえ、車両の動線
を設定する。

①近鉄線路沿いに設置している津駅西第一公共自転車等駐車場を廃止し、ロータリーの近傍に機能移転することにより、ロータ
リーへ流入する自転車交通量を抑制する。
②自家用車による移動を公共交通等他手段への転換を図ることにより、ロータリー内への自家用車の流入抑制を図る。
③企業や学校のバス車両を用いた送迎車両について、利用状況を常に把握し、ロータリー内発着の運営管理を行う。
④周辺施設管理者との協議を定期的に開催するための組織を設立する(エリアマネジメント会議)。

【基本方針３】マネジメントの視点による駅前広場全体の最適化

【基本方針１】即効性かつ連続性のある西口駅前広場の再編
①駅前広場の混雑解消及び危険回避が喫緊の課題である点を踏まえ、
必要最小限の施工で最大限の効果を得られる対策を実施する。
②令和6年度の大谷踏切拡幅といった短期的事業や、津駅東口の再編、
東西自由通路の見直しといった中⾧期的なまちづくりを見据え、連続
性のある施策を展開する。

短期的な課題解決
第1期

中⾧期的な取組
第2期

範
囲

目
標

西口駅前広場
の公共用地

東口や東西自由通
路等も含めた
津駅周辺全体

安全性と利便性の
確保

地域性の創出と
快適性の向上

(2)乗降場所及び歩行者動線の最適化
①送迎車両の乗降場所を明確にすることにより、送迎車両停車位置及び送迎車両乗降客の動線の秩序化を図る。
②現在駅舎から離れているバス乗り場について、鉄道からの乗継に駅舎に近い位置に移設する。同時に、タクシー乗り場について
も見直しを行う。
③バス及びタクシー乗り場において、必要な滞留空間の確保を図る。同時に、バス・タクシー待ち環境の改善を図る。
④現在滞留の原因となっているスクールバス乗り場を、ロータリー内に移設する。同時に、スクールバス利用者の動線変更に伴う
朝の通学時におけるロータリー北側歩道の交通量削減を図る。
⑤歩道幅員の拡幅(最低4m)により、駅舎エレベーターを起点としたバリアフリー動線の確保を図る。

実
施

ロータリー内の
配置及び動線最適化

連携・共有の
仕組みづくり
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５. 基本方針から基本構想へ
 基本方針に基づき、駅前広場の施設配置を検討

【基本方針１】即効性かつ連続性のある西口駅前広場の再編

【基本方針２】安全性と利便性を確保した交通流動の秩序化

(1)公共性の高い車両と私的車両の分離

(2)乗降場所及び歩行者動線の分離

構造物の設置は
最小限に

①まずは現状のレイアウト
を基本方針に沿う形で改変

【基本方針３】マネジメントの視点による駅前広場全体の最適化

(1)津駅西第一公共自転車等駐車場機能の
移設による自転車交通量の抑制

(2)自家用車の公共交通等他手段への転換
によるロータリー内への流入抑制

(3)企業や学校のバス車両を用いた送迎車
両の状況把握及び運営管理

(4)周辺施設管理者等との協議
実施のための仕組みづくり

関係者の合意のもとで駅前広場の運用
のルールを策定する
【津駅西口駅前広場エリアマネジメ
ント会議】

②しかし、確保できる空間は限定、需要に応じた理想的なレイア
ウトを設定することは困難

これらを実現する
ためには関係者と
の合意形成が必要
不可欠

６



６.【基本構想】ゾーンニング
 基本方針に基づき、駅前広場のゾーニングを検討

【基本方針１】即効性かつ連続性のある西口駅前広場の再編

【基本方針２】安全性と利便性を確保した交通流動の秩序化

(1)公共性の高い車両と私的車両の分離 (2)乗降場所及び歩行者動線の分離

構造物の設置は
最小限に

ゾ
ー
ニ
ン
グ
案

A案 B案 C案 D案

交
通
規
制

の
必
要
性

■駅舎前道路(北側道路)の
進入禁止措置が必要

■駅舎前道路(北側道路)の
一方通行化が必要
■一定の輻輳を許容

■歩道橋前道路(南東側道
路)の進入禁止措置が必要
■一定の輻輳を許容するな
ら上記措置は不要

■一定の輻輳を許容するな
ら交通規制は最小限
■南側道路の一方通行の方
向を逆にする方が望ましい

乗
換

利
便
性 改善 改善 悪化 現状維持

バス・タクシー乗降ゾーンと送迎車乗降ゾーンを分離(分離方法により以下の４案を検討)

乗換利便性の改善に寄与するA案とB案の配置案を詳細に検討

７



７.【基本構想】施設配置（１） ８



【基本構想】施設配置（２） ９



スクールバス利
用者の誘導によ
り北側歩道の交
通量削減を促進

降車客のためのス
ペース確保

駅舎エレベーター
付近に身障者用乗
降場を設置

南方向のみの
一方通行化送迎車乗車場

兼降車場
兼待機場を
合計8箇所設置 送迎車乗車及び降車通路

車椅子用に
歩道を拡幅

駅舎方向
東西地下通路方向

バス待ち客滞留のためのスペース確保

車両共通動線
公共車両動線
私的車両動線
歩行者動線

車道狭小化による自
動車の速度抑制

８.【基本構想】配置計画と動線計画 １０

B-2案



9.マネジメントの視点による取組 １1

■モビリティ・マネジメントとは（三重県ホームページより）
モビリティ・マネジメント（ＭＭ）は、いつまでも住み続けられる地域であるために、公共交通
の現状や必要性について学ぶとともに、ひとり一人のモビリティ（移動）が、社会的にも個人的
にも望ましい方向（過度な自動車利用から公共交通等を適切に利用する等）に変化することを促
す、コミュニケーションを中心とした交通政策のこと。

モビリティ・マネジメントの手法の適用

(1)津市都市計画部の事例
小学生や高齢者を対象にバスの乗り方教室を開催し、
公共交通機関の利用を促進している。

(2)三重県地域連携・交通部の事例
小学生の社会見学を通じて、公共交通機関に慣れ親しんでいただく。
URL: https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0003500057.htm

体験乗車の様子

過去に行った乗り方教室
のタイムスケジュール



９. 暫定改修と本改修

★今後必要な作業：詳細設計(１年) → 工事(約２年)

１２



10. 今後の予定 １３


